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遅くまで、祝日返上してまで、長期休暇が必要か？ 

「長期休業期間確保」に積極的な賛成の声は聞かれず 
 

９月 17 日（火）開催の 2019 年度第５回教学委員会で、「学生に長期休業期間を２ケ月確保することで留学

やインターンシップへの参加の促進及び授業外活動の充実を図る。また、教員には研究期間が増加するよう検

討をすすめたい。」として、「長期休業期間の確保について」との提案が行われています。 

その後、毎回の委員会と各学部教授会等で審議が続いていますが、様々な問題点が指摘され、人文学部・教

育学部・医学部はいずれも提案に賛成していません。その他の学部からも「『働き方改革』に逆行しないか」

「子育て・家庭生活への支障」「公共交通機関利用者への影響不安」等、様々な意見が挙がっています。 

仮に提案に沿って授業の実施方法を変更したとすると、平日の終業時間先延ばし、もし

くは、祝日勤務の増加となって、結果、教員のみではなく事務職員も含めた多くの教職員

の労働条件変更となり、重要な労働問題となります。このため山口大学教職員組合は、12

月 23 日（月）に「『長期休業期間の確保』の方策検討に関する申し入れ」（3 頁に掲載）

を学長宛に提出しました。 

 

 下関市立大学で異常事態 市長独断で教員採用・新専攻科設置 
 

 新聞報道等によりご存知の方も多いと思いますが、今、下関市立大学（経済学部のみの

単科大学）で、教員人事と新専攻科設置を巡って異常事態が起きています。教員採用を同

大学の教育研究審議会の議を経ることなく決定し、経済学部と何の関係もない特別教育支

援専攻科設置を、教授会の意見聴取も教育研究審議会の議も全く経ず決定し、定款につい

ては学長への説明もないまま下関市議会へ提案し、与党会派の賛成多数で可決してしまいました。すべて、

前田晋太郎下関市長の独断で推し進めるという前代未聞の状況です。 

 大学の学部・学科等の新設は文部科学省の「大学設置・学校法人審議会」の認可が必要ですが、今回の専

攻科設置が届け出のみで可能か否かも問題となるとことですし、大学自身が定めている定款にも根拠があり

ません。こうした事態の中、文科省は教員採用については「教授会に対する意見聴取を経ずに採用内定とす

ることについては、学内規程に則らない手続きとなっている恐れがある」として教授会審査を促す助言をし

ているとのことですが、このまま推移したとすれば文科省の責任が問われる深刻な事態と言えます。 

 

時間外協定を改定し過労死基準を大幅に上回る 150時間に 

～医学部・附属病院の労使協定改定への質問状提出（人事課長宛）～ 
 

 医学部及び附属病院では、2017 年 4 月にそれまでの「一ヶ月 80 時間」であった時間外協定特別条項の上

限時間を「一ヶ月 79 時間」と、わずかながら過労死基準を下回る限度時間に変更した後、2018 年 4 月から

は、看護師は 59 時間とした他、医師についても診療科によっては 65 時間とするなど、全体として、長時間

労働の抑制へと向かっていました。 
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 ところが今回明らかになったところによると、2019 年 3 月末に締結されて、さらに細かな

定めとなっていたものを、10 月末に、医学部・附属病院とも年度途中に再締結し、最高で「一

ヶ月 150 時間、年間 960 時間」まで認めるものに変更されました。 

 このため組合は、医学部総務課・総務企画部人事課から事情聴取したうえで、12月 24日（火）

に、質問状「小串事業場及び医学部附属病院事業場の時間外勤務に関する協定改定について」

（4 頁に掲載）を人事課長宛てに提出しました。 

 過半数代表者の方に大学側は、「時間外手当の申請状況と実際の勤務状況に相当の乖離があり、現状に即し

たものとなれば、こうした基準とならざるを得ない」というような「説明」を行って、了解をとりつけたもの

と思われます。しかし組合としては、仮にそうした実態が一部にあったとしても、今回の協定のような、かな

りの診療科で最大 150 時間、その他でも 100 時間、歯科医師でも 99 時間まで設定したことが真にやむを得な

いことか否かについて説明を求めています。また、限度時間だけでなく特別条項適用回数をこれまでの 6 回か

ら 12 回と一年中適用できるように変更していることも大きな問題と考えます。 

 

総務省官僚の自殺、長時間労働（月 135時間）によるうつ病が原因と労災認定 

～山口大学の医師は「一ヶ月 150時間」働き続けても大丈夫？～ 
 

 12 月 26 日付けの毎日新聞報道によると、2014 年 3 月に総務省のキャリア官僚の男性が自殺したのは、そ

の 4 ヶ月前、2013 年 11 月の 135 時間の残業の後にうつ病を発症したことが原因の公務災害である、と総務

省が認定したとのことです。 

 こうした長時間労働によるうつ病発症、そして「自殺」というケースは後を絶ちませんが、附属病院及び医

学部の医師は、改正労働基準法による「一ヶ月 100 時間以上」という過労死基準をはるかに上回る「一ヶ月

150 時間」の長時間労働を「患者の命を守るため」ということで、続けていても死に至ることはないというの

でしょうか。業務の見直し、医師の大幅増員という根本的解決を目指す中で、現実に悲劇が起きない保証はあ

りません。 

   

山口県労働安全センターと山口労働局との交渉が行われました（12/19） 

～医師・学校教員の長時間労働問題等への見解を問う～ 
 

  12月 19日（木）午後 1時半から 1時間、山口県労働安全センターと山口労働局との交渉が行われまし

た。この交渉は毎年行われているもので、先に提出した要求書に対する労働局の回答を受けたものです。参

加した加盟組織の各代表からの質問・意見に対して、それぞれ労働基準監督官等から回答・見解が示される

形で行われました。主な要求事項は「学校教員への１年単位変形労働制問題・医師の長時

間労働・解雇無効時の金銭解決・賃金請求権の消滅時効見直し」等です。 

 この交渉には、山口大学教職員組合から特別執行委員の鴨崎参与が出席し、医学部・附

属病院の改訂された時間外勤務協定についての問題意識を発言し、労働局の見解を問いま

した。発言の要旨は以下のとおりです。 

 

10月末に改訂された山口大学医学部・附属病院の時間外協定は、特別条項の上限時間が「一ヶ月 150時間・

年間 960時間」まで大幅に引き上げられ、これは今回法制化された過労死基準（一ヶ月 100時間）を大幅に上

回る。医師は患者の命がかかっているということで、今年 4月からの労働基準法改正による上限規制の適用外とな

っており、法律違反とはならないにしても、法改正の趣旨からすると問題ではないか。年間の適用回数を 12回とし

ていることも同様である。普通の労働者であれば死に至る可能性があるが、医師はどれだけ働いても死なないとでも

言うのだろうか。 

これに対して山下徹労働基準監督官から、法の範囲内の場合、改訂された時間外協定を受理しない訳にはい

かないが、時間を減らすよう指導はできるので、所管の宇部労働基準監督署に伝えておくとの回答がありました。 
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